
 

 

 

 

 

 

（６）  教育・文化・地域部門（Ｋ・Ｂ・Ｃ）  
 

   学校施設等の再建（K-1）   

 区立学校における授業の再開（K-2）   

区内在住の小・中学校の被災児童・生徒への支援（K-3）   

 

文化芸術・生涯学習・スポーツ施設等の再開（B-1）   

文化財の復旧支援（B-2）   

文化活動による心のケア（B-3）   

都市イメージの回復（B-4）   

 

町会・自治会のコミュニティ活動の支援（C-1）   

地域復興協議会への支援（C-2）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的行動名 実施時期 所管部課 行動の手順 
(1)学校施設等
の被害把握 

被災直後

～ 

教育推進部
学務課 
（施設管理
部） 

①学務課は、施設管理部と連携して、区立幼稚園、小・
中学校等の被害状況等を把握する。【A-19】 

(2)再建計画の

策定 

被災後１

週間～３

週間 

教育推進部
学務課 
（施設管理
部） 

①被害程度に応じて、施設の復旧方法や優先順位を判断

する。 

・施設の被害が軽微な場合には、早期改修を計画する。 

・施設の被害が甚大な場合には、学校教育再開のスケ

ジュールを考慮した再建計画を策定する。 

②財源の確保については、被害の程度に応じ、激甚災害

法の適用を含め、国、都に助成を要請し、必要な協議

を行う。 

(3)再建の実施 計画策定

後早期実

施 

教育推進部
学務課 
（施設管理
部） 

①軽微な改修については、被害程度の確定作業等の終了

後、直ちに契約手続を行い、早期に工事を実施する。 

②発注方式及び契約事項については、簡略化を図る。 

③施設の性質を考慮した結果、必要な場合には、優先的

に再建事業を実施するよう、関係部課及び機関と協議

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 学校施設等の再建 

校舎の補修や改修を要する箇所を点検するとともに、全面建て替えの必要性の有無、工期及び費
用、学校周辺の被害状況や復旧状況等の把握を速やかに行い、再建の難易度等を考慮しつつ再建計
画を作成する。 

位置 

付け 

 

留意 

事項 

・被害状況を把握した段階で教育委員会を開催し、被害状況、再建計画等を報告する必要

がある。なお、統廃合を行う場合は教育委員会の決定が必要である（庶務課）。 

・私立学校の施設復旧支援については、復興基金等での対応を検討する。【A-10】 

 

事前 

準備 

□学校再建の優先順位について関係機関と検討する（学務課）。 

□学校再建のあり方について、防災拠点や統廃合の視点を含めて事前に検討する（学務

課）。 

K-1 

●学校施設等の再建(K-1) 

K-1-1 

○区有施設等の被害把握等(A-19) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的行動名 実施時期 所管部課 行動の手順 

(1)授業の再開

の決定 

被災直後

～１か月

以内 

教育推進部

庶務課 

①授業再開に向けて、学校施設（園）、通学路、学用品等

の被害状況を把握する。〈 K-2a〉〈 K-2b〉 

②各学校と協議の上、授業の再開時期のめどをつける。

これに基づき学校長は、学校の実情に応じて再開時期

を決定する。 

③協議の際には、学校施設の応急復旧の状況、被災校舎

の立入禁止等の安全対策、通学路の安全確保対策、上

水道の復旧状況、使用可能な教室数、登校可能な児童・

生徒数、避難住民の意識等を考慮する。 

(2)応急教育の

実施 

被災直後

～ 

教育推進部

庶務課 

教育指導課 

①学校教育が正常に実施されるまでの間、学校施設・設

備の被災状況や交通機関等の復旧状況等を考慮し、休

校、他校の利用等大震災に備えて作成した応急教育計

画を実施する。 

応急教育の実施に当たっては、速やかに幼児・児童・

生徒及び保護者に周知徹底を図る。 

指導に当たっては健康・安全教育及び生活指導に重

点を置くとともに心のケア対策にも十分留意する。 

(3)仮設校舎の

建設 

被災直後

～ 

教育推進部

庶務課 

学務課 

①教室が不足している学校が多い場合には、災害の状況

をみて使用できる施設を把握し、授業再開について適

切に対応していく。 

②仮設校舎の建設場所は、建設校の敷地内を原則とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 区立学校における授業の再開 

被災者の避難所からの転居状況や応急仮設住宅の建設状況を的確に把握するとともに、幼児、児
童、生徒の被災状況をみて、仮設校舎の建設や代替施設の利用の可能性、校舎の補修、改修、再建
計画等を判断し、授業の早期再開を行う。 

位置 

付け 

 

留意 

事項 

・心のケア対策は、スクールカウンセラー、精神科医、臨床心理士等の専門家による対策

を検討する（教育センター）。 

・心のケア対策に当たっては、メンタルヘルスケア【H-5】と連携する。 

 

事前 

準備 

□仮設校舎の建設方法について、事前に都に相談し、検討する（庶務課、学務課）。 

 

K-2 

▲区立学校における授業の再開(K-2) 

▲区内在住の小・中学校の被災児童・生徒への支援(K-3) 

K-2-1 



 

 
 

 

 

（１）小学校 

施設名 電 話 所在地 

礫川小学校 ３８１１－７２７６ 小石川２－１３－２ 

柳町小学校 ３８１１－００６８ 小石川１－２３－１６ 

指ヶ谷小学校 ３８１１－６００５ 白山２－２８－４ 

林町小学校 ３９４６－０４２１ 千石２－３６－３ 

明化小学校 ３９４４－０３６６ 千石１－１３－９ 

青柳小学校 ３９４７－２４７１ 大塚５－４０－１８ 

関口台町小学校 ３９４７－２６３１ 関口２－６－１ 

小日向台町小学校 ３９４７－２３７１ 小日向２－３－８ 

金富小学校 ３８１１－００６６ 春日２－６－１５ 

窪町小学校 ３９４６－８２６１ 大塚３－２－３ 

大塚小学校 ３９４６－３４２１ 大塚４－１－７ 

湯島小学校 ３８１３－６０６１ 湯島２－２８－１４ 

誠之小学校 ３８１１－７１７１ 西片２－１４－６ 

根津小学校 ３８２２－４７３１ 根津１－１４－３ 

千駄木小学校 ３８２１－７１６８ 千駄木５－４４－２ 

汐見小学校 ３８２７－７５６６ 千駄木２－１９－２３ 

昭和小学校 ３９４４－０４７１ 本駒込２－２８－３１ 

駒本小学校 ３８２７－５４５１ 向丘２－３７－５ 

駕籠町小学校 ３９４４－１４７１ 本駒込２－２９－６ 

本郷小学校 ３８１３－７５５１ 本郷４－５－１５ 

（旧元町小学校）  本郷１－１－１９ 

 

 

（２）中学校 

施設名 電 話 所在地 

第一中学校 ３８１１－７２７１ 小石川５－８－９ 

第三中学校 ３８１４－２５４４ 春日１－９－３１ 

第六中学校 ３８１４－６６６６ 向丘１－２－１５(平成27年3月まで) 

向丘１－２－２(平成 27 年 4 月から) 

第八中学校 ３８２１－７１２８ 千駄木２－１９－２２ 

第九中学校 ３８２１－７１７８ 本駒込３－２８－９ 

第十中学校 ３９４４－０３７１ 千石２－４０－７ 

文林中学校 ３８２７－７６７１ 千駄木５－２５－１０ 

茗台中学校 ３８１１－２９６９ 春日２－９－５ 

本郷台中学校 ３８１１－２５７１ 本郷２－３８－２３ 

音羽中学校 ３９４７－２７７１ 大塚１－９－２４ 

 

区立学校における授業の再開 (K-2) 

避難所となる区立学校一覧表〈 K-2a〉 

K-2-2 



 

 
 

 

 

施設名 電 話 所在地 

第一幼稚園  ３８１１－００７２ 西片２－１７－６ 

柳町幼稚園  ３８１１－０９７８ 小石川１－２３－６ 

明化幼稚園  ３９４６－１７０６ 千石１－１３－９ 

青柳幼稚園  ３９４７－４９８９ 大塚５－４０－１８ 

根津幼稚園  ３８２８－８７０３ 根津１－１４－２ 

小日向台町幼稚園  ３９４７－０５８１ 小日向２－２－２ 

本駒込幼稚園  ３８２８－３２００ 本駒込４－３５－１５ 

千駄木幼稚園  ３８２３－４６０５ 千駄木５－４３－３ 

後楽幼稚園  ３８１１－５０４１ 後楽１－７－７ 

湯島幼稚園  ３８１４－９２４３ 
本郷３－１０－１８（湯島総合センタ

ー内） 

区立学校における授業の再開 (K-2) 

区立幼稚園一覧表〈 K-2b〉 

K-2-3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的行動名 実施時期 所管部課 行動の手順 

(1)教科書等の

学用品の給

与 

 

災害発生

日から１

か月以内 

その他に

ついては

１５日以

内  

教育推進部

学務課 

庶務課 

①教科書等の学用品を必要とする被災児童・生徒数の調

査を行う。正確な数の把握が困難な場合には、避難者

数等から推測する。 

②災害等により住居に被害を受け、学用品を喪失し、又

はき損し、就学上支障の生じた小学校児童及び中学校

生徒に対し、被害の実情に応じ教科書（教材を含む。）、

文房具及び通学用品を支給する。 

③災害救助法が適用される場合には、無償給与となる（た

だし、文房具等は法に定める額の範囲内）。この場合、

基本的には都が一括して調達し、区が支給する。

〈 K-3a〉 

④災害救助法が適用されない場合その他区長が認めた場

合は、区において行う。 

⑤必要な教科書数の確保を特約供給所に依頼する。 

(2)転校手続 

  

 

被災後２

週間以内  

 

教育推進部

学務課 

①被災による転入学について、可能な限り弾力的に取り

扱う。 

②私立学校の児童・生徒の受入れについても、可能な限

り弾力的に取り扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 区内在住の小・中学校の被災児童・生徒への支援 

被災の影響が児童・生徒の生活基盤に及ぶ場合、学校生活を継続することが困難になることが予
想される。このため、区内在住の小・中学校の児童・生徒に対して、学用品等の給与などの支援策
を実施する。 

位置 

付け 

 

留意 

事項 

 

 

事前 

準備 

□災害救助法が適用されない場合には、区による無償給与を含め対応を検討する(庶務課、

学務課)。 

 

 

K-3 

▲区内在住の小・中学校の被災児童・生徒への支援(K-3) 

▲区立学校における授業の再開(K-2) 

K-3-1 



 

 
 

 

 

学用品給与の対象、方法、限度額等について、都の「災害救助法施行細則」の規定は以下のと

おりである。 

 

救助の対象及び方法 費用の種類及び限度額等 救助の期間 

一 学用品の給与は、住家の全

壊、全焼、流失、半壊、半焼

又は床上浸水(土砂のたい積

等により一時的に居住する

ことができない状態となつ

たものを含む。)により学用

品を喪失し、又は損傷し、就

学上支障のある小学校児童

及び中学校生徒(盲学校、ろ

う学校及び養護学校の小学

部児童及び中等部生徒を含

む。以下同じ。)に対して行

うものとする。 

 

二 学用品の給与は、被害の実

情に応じ次に掲げる品目の

範囲内において現物をもつ

て行うものとする。 

(一) 教科書  

(二) 文房具  

(三) 通学用品 

 

学用品の給与のため支出でき

る費用は、次の額の範囲内とす

る。 

 

一 教科書代 

教科書の発行に関する臨

時措置法(昭和二十三年法律

第百三十二号)第二条第一項

に規定する教科書及び教科

書以外の教材で、教育委員会

に届け出て、又はその承認を

受けて使用しているものを

給与するための実費 

 

二 文房具及び通学用品 

小学校児童一人につき四

千百円 

中学校生徒一人につき四

千四百円 

学用品の給与を実施

できる期間は、災害

発生の日から教科書

に つ い て は 一 月 以

内、その他の学用品

については、十五日

以内とする。 

 

 

 

区内在住の小・中学校の被災児童・生徒への支援 (K-3) 

学用品給与の対象、方法、限度額等〈 K-3a〉 

K-3-2 

（出典）「災害救助法施行細則」（平成 16 年東京都規則第 204 号）。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的行動名 実施時期 所管部課 行動の手順 

(1)被災状況の

把握 

被災直後

～ 

アカデミー

推進部 

施設管理部 

教育推進部 

①各文化芸術・生涯学習・スポーツ施設等の被災状況を
調査する。  

(2)区有施設の

再建計画の

策定 

被災後１

週間～３

か月以内 

アカデミー

推進部 

施設管理部 

教育推進部 

①施設の被害程度に応じて、施設の復旧方法や優先順位
を判断する。指定管理施設については、指定管理者と
協議する。【A-19】〈 B-1a〉 
・施設の被害が軽微な場合には、早期改修を計画す
る。 

・施設の被害が甚大な場合には、スケジュール等を
含めた再建計画を策定する。 

②財源の確保については、被害の程度に応じ、激甚災害
法の適用を含め、助成を国、都に要請し、必要な協議
を行う。 

(3)再建の実施 被災後３

か月～ 

アカデミー

推進部 

施設管理部 

教育推進部 

①軽微な改修については、被害程度の確定作業等の終了
後、直ちに契約手続を行い、早期に工事を実施する。 

②発注方式及び契約事務については、簡略化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 文化芸術・生涯学習・スポーツ施設等の再開 

 
文化芸術・生涯学習・スポーツの分野は、直接、生命や衣食住にかかわるものではないため、対

策がある程度後回しになるのはやむを得ない面もあるが、復旧・復興期における被災生活の潤い・
憩い、又は復興に立ち向かう人々の活力の源にもなるものであり、なるべく早期に区立施設の再建
を行うとともに、私立施設の再建支援を行う必要がある。 

位置 

付け 

 

留意 

事項 

・文京スポーツセンター、文京総合体育館は物資集積場に指定されているため、早期に施

設の被害程度を把握する必要がある。 

・江戸川橋体育館、教育センターは、避難所に指定されているため、早期に施設の被害程

度を把握する必要がある（教育センターは平成２７年４月から避難所指定）。 

 

事前 

準備 
□復興基金による私立の文化芸術・生涯学習・スポーツ施設等の再建支援について検討す

る（アカデミー推進課）。 

 

B-1 

△文化芸術・生涯学習・スポーツ施設等の再開(B-1) 

○区有施設等の被害把握等(A-19) 

B-1-1 



 

 
 

 

 

（１）図書館 

施設名 電 話 所在地 

真砂中央図書館（平成

２７年６月から翌年

６月まで休館） 

３８１５－６８０１ 本郷４－８－１５ 

本郷図書館 ３８２８－２０７０ 千駄木３－２－６ 

小石川図書館 ３８１４－６７４５ 小石川５－９－２０ 

本駒込図書館 ３８２８－４１１７ 本駒込４－３５－１５ 

水道端図書館 ３９４５－１６２１ 水道２－１６－１４ 

目白台図書館 ３９４３－５６４１ 関口３－１７－９ 

千石図書館 ３９４６－７７４８ 千石１－２５－３ 

湯島図書館 ３８１４－９２４２ 本郷３－１０－１８（湯島総合センター４階） 

根津図書室 ３８２４－２６０８ 根津２－２０－７（不忍通りふれあい館２階） 

大塚公園みどりの図

書室 
３９４５－０７３４ 大塚４－４９－２（大塚公園内） 

天神図書室（平成２７

年３月で閉鎖） 
３８３７－１００３ 湯島３－２０－７（エミナンス湯島１階） 

 

（２）生涯学習施設 

施設名 電 話 所在地 

アカデミー向丘 ３８１３－７８０１ 向丘２－５－７ 

アカデミー湯島 ３８１１－０７４１ 湯島２－２８－１４ 

アカデミー音羽 ５９７６－１２９０ 大塚５－４０－１５ 

アカデミー千石 ３９４６－４４３０ 千石１－２５－３ 

アカデミー茗台 ３８１７－８３０６ 春日２－９－５ 

ふるさと歴史館 ３８１８－７２２１ 本郷４－９－２９ 

アカデミー文京 ５８０３－１１００ シビックセンター地下１階 

森鷗外記念館 ３８２４－５５１１ 千駄木１－２３－４ 

 

（３）教育施設 

施設名 電 話 所在地 

教育センター ５８００－２５９１ 
春日１－９－２１（平成２７年３月まで） 

湯島４－７－１３（平成２７年４月から） 

八ヶ岳高原学園 ０２６７－９８－２４４９ 
長野県南佐久郡南牧村大字野辺山字喜峯ヶ丘

１９－１ 

 

（４）スポーツ施設 

施設名 電 話 所在地 

スポーツセンター ３９４４－２２７１ 大塚３－２９－２ 

総合体育館 ３８１４－４２７１ 本郷７－１－２ 

江戸川橋体育館 ３９４５－４００８ 小日向１－７－４ 

竹早テニスコート ３８１４－０４２７ 小石川５－９－１ 

小石川運動場 ３８１１－４５０７ 後楽１－８－２３ 

六義公園運動場 ３９４７－４４３８ 本駒込６－１６－１０ 

目白台運動場 ３９４１－６１５３ 目白台１－２０－２ 

後楽公園尐年野球場 ３８１１－４５０７ 後楽１－６－２５ 

 

文化芸術・生涯学習・スポーツ施設等の再開 (B-1) 

区有文化芸術・生涯学習・スポーツ施設等一覧表〈 B-1a〉 

B-1-2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的行動名 実施時期 所管部課 行動の手順 

(1)区指定文化

財等の被害

状況調査 

被災直後

～１週間 

教育推進部

庶務課 

①文化財担当職員、文化財調査員等が中心となり、文化

財保護審議会委員の指導・助言等を得ながら、文化財

の被害状況を調査し、把握する。〈 B-2a〉 

②被害状況を集約して都教育庁に報告する。 

(2)復旧計画の

作成 

被災後３

か月以内 

教育推進部

庶務課 

①指定文化財の復旧を進めるに当たり、スケジュールを

含めた復旧計画を策定する。 

②復旧計画を策定する際には、都の「総合的・長期的な

文化施策の展開」等との整合性を図る。〈 B-2b〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 文化財の復旧支援 

震災時には、区指定文化財を始めとして、多くの文化財に被害を生じるおそれがある。そして、
被災後に放置されれば、損傷や劣化が拡大し、進行することが懸念される。このため、被災した文
化財を緊急に点検し、保全し、貴重な文化財等の廃棄・散逸を防止する必要がある。また、文化財
は国民的財産であり、貴重な観光資源となっている場合も多いことから、速やかな復旧を図る必要
がある。 

位置 

付け 

 

留意 

事項 

 

 

事前 

準備 

□都に対して被害状況調査協力の依頼について検討する（庶務課）。 

□文化財に対する助成の考え方について検討する（庶務課）。 

B-2 

□文化財の復旧支援(B-2) 

B-2-1 



 

 
 

 

 

文京区は、全国的にみても歴史的文化遺産が数多く残されている有数のまちである。区では、

都内の他自治体に先駆け、昭和４８年に「文京区文化財保護条例」を制定した。また、同条例の

制定に伴い、昭和４９年からは、国や都指定文化財以外に区独自の制度として、区指定文化財の

指定を行い、その保護・保存に努めている。 

指定できる文化財の種類は次のとおりであり（同条例第４条）、現在８０件の指定を行ってい

る（平成 26 年 3 月 1 日現在）。 

 

１．文京区指定有形文化財 

２．文京区指定無形文化財 

３．文京区指定有形民俗文化財 

４．文京区指定無形民俗文化財 

５．文京区指定史跡 

６．文京区指定名勝 

７．文京区指定天然記念物 

 

上記の有形文化財（５７件）のうち、建造物は下表のとおり１０件である。 

 

表 文京区指定有形文化財 建造物の部 

件数 指定年月日 名 称 所 在 地 所有者(管理者) 

1 S49.11.1 日本女子大学・成瀬記念講堂 1 棟 目白台２－８－１ 日本女子大学 

2 S49.11.1 吉祥寺経蔵 1 棟 
本駒込３－１９－

１７ 
吉祥寺 

3 S50.11.1 護国寺大師堂 1 棟 大塚５－４０－１ 護国寺 

4 S50.11.1 護国寺薬師堂 1 棟 大塚５－４０－１ 護国寺 

5 S51.11.1 護国寺惣門 1 棟 大塚５－４０－１ 護国寺 

6 S51.11.1 護国寺鐘楼（付梵鐘） 1 棟 大塚５－４０－１ 護国寺 

7 S52.11.1 
講安寺本堂および庫裏(付・文書２)

各 1 棟 
湯島４－１２－１３ 講安寺 

8 S55.11.1 西教寺表門(朱殿門) 1 棟 向丘２－１－１０ 西教寺 

9 S57.11.1 護国寺仁王門 1 棟 大塚５－４０－１ 護国寺 

10 H19.10.1 
旧成瀬仁蔵住宅（日本女子大学成瀬

記念分館）1 棟付家具 14 点 
目白台２－８－１ 日本女子大学 

 

 

 

 

 

文化財の復旧支援 (B-2) 

区指定文化財一覧表〈 B-2a〉 

B-2-2 



 

 
 

 

 

文化財の復旧支援制度について、阪神・淡路大震災で神戸市において実施された対策は以下の

とおりである。 

 

 

阪神・淡路大震災では、神戸市内の国指定・県指定・市指定文化財のうち有形の文化財 249

件のなかで 94 件が被災した。このうち、建造物関係は 80 棟と全体の 85％を占めている。 

こうした文化財の震災復旧工事に関して、次のような震災特例措置が講じられた。 

 

①国庫補助制度の拡充 

国指定文化財については、従来の国庫補助率 50％が 70％～85％に、伝統的建造物について

も 50％が 70％に引き上げられた。 

 

 

②阪神・淡路大震災復興基金による助成 

指定文化財については、国・県・市からの補助金を除いた所有者負担の 2 分の１が助成さ

れた。また、未指定の文化財についても一定の修理助成が行われた。 

 

 

③モーターボート特別競争収益金を活用した支援 

市内の観光地の他、北野町・山本通地区周辺の公的支援を受けていない建造物等の修理に

対して助成が行われた。 

 

 

④（財）文化財保護振興財団による助成 

主に、文化財としての指定を受けていない美術工芸品等の修理に対して助成が行われた。 

 

 

 

 

 

文化財の復旧支援 (B-2) 

文化財の復旧支援制度（例）〈 B-2b〉 

B-2-3 

（出典）神戸市「阪神・淡路大震災 神戸復興誌」平成 12 年 1 月 17 日。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的行動名 実施時期 所管部課 行動の手順 

(1) 「 心 の ケ

ア・プロジェ

クト」への支

援方法の検

討 

被災後１

週間～ 

アカデミー

推進部アカ

デミー推進

課 

①「心のケア・プロジェクト」を実施する文化団体への

支援方法を検討する。〈 B-3a〉 

(2)文化団体へ

の広報・協力

要請 

被災後１

週間～ 

アカデミー

推進部アカ

デミー推進

課 

①区内音楽学校や劇団等の文化団体に対して、「心のケ

ア・プロジェクト」への支援方法を宣伝し、協力を要

請する。 

(3) 「 心 の ケ

ア・プロジェ

クト」の開催 

被災後１

か月～ 

アカデミー

推進部アカ

デミー推進

課 

①文化団体と協力して「心のケア・プロジェクト」を開

催する。 

②文化団体に対する支援を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 文化活動による心のケア 

被災によって精神的ストレスやダメージをこうむる被災者は尐なくない。そうした被災者の心の
ケアを目的とする音楽、演劇等の文化活動「心のケア・プロジェクト」を積極的に奨励し、支援す
る。 

位置 

付け 

 

留意 

事項 

 

 

事前 

準備 

□「心のケア・プロジェクト」の実施イメージを検討する（アカデミー推進課）。 

 

 

B-3 

◇文化活動による心のケア(B-3) 

▲メンタルヘルスケア(H-5) 

○区有施設等の被害把握等(A-19) 

B-3-1 



 

 
 

 

 

「心のケア・プロジェクト」について、阪神・淡路大震災で神戸市において実施された取組は

以下のとおりである。 

 

 

１．神戸市民文化振興財団の文化事業 

神戸市民文化振興財団の文化事業部は、震災関連業務や市民生活が落ち着き始めた平成７

年度後半頃から、文化事業を再開し始めた。例えば、「市民文化振興事業」（神戸市吹奏楽祭、

母親コーラスの集い、STUDENT JAZZ FESTIVAL 等）や「芸術文化鑑賞事業」（KOBE ジャ

ズストリート、KOBE フレッシュコンサート、神劇まわり舞台等）、「神戸フィルハーモニッ

ク」の演奏会等を開催した。 

このほか、同財団は、被災市民の心を癒し、励ますための慰問活動やチャリティ公演等を

積極的に後援した。例えば、内外の文化・芸術団体等からの受け入れ先の調整、会場の紹介、

入場者の募集等の対応を行った。こうした被災者慰問活動は、平成２年から 10 年度までの

間に延べ 70 回（入場者延べ 32,519 人）に上った。 

 

２．市民による文化活動 

地元活動団体のうち長期にわたり実施された特徴的な活動として「アート・エイド・神戸」

と「リ・アンサンブル」がある。 

「アート・エイド・神戸」は、神戸文化を自らの手で守り、芸術家自身も新しい神戸文化

の再生・創造のために結集するという理念のもと美術・音楽・演劇・文学などを通じて人々

に勇気と慰めを与え、作品の販売や発表活動による収益を復興に役立てようとする運動で、

被災芸術家への緊急支援、美術・音楽など創作発表活動に対する助成、震災記録発表への支

援など幅広い活動を展開、現在もその活動が続けられている。 

「リ・アンサンブル」は、「被災地に音楽を、被災した音楽家に仕事を」を目的にフリー

の演奏家で結成、出資金を募ってこれを出演料に充てて向こう 3 年間慰問演奏を続けるもの

で平成 10 年まで約 80 回の活動が行われた。 

このほか、文化振興の拠点となる民間施設などが次々と再開されるとともに、様々なチャ

リティ公演をはじめ文化事業が開催されるなどソフト・ハード面で神戸の文化振興をめざす

取り組みが行われ、振興財団でもできるだけその情報の収集を行い、「KOBE C 情報」（文化

情報）などを通じ積極的に紹介に努めた。 

 

 

 

文化活動による心のケア (B-3) 

「心のケア・プロジェクト」の実施イメージ（例）〈 B-3a〉 

B-3-2 

（出典）神戸市「阪神・淡路大震災 神戸復興誌」平成 12 年 1 月 17 日。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的行動名 実施時期 所管部課 行動の手順 

(1)都市イメー

ジ回復のた

めの情報発

信 

被災後１

か月～ 

アカデミー推

進部アカデミ

ー推進課 

①被災地域というイメージや観光自粛のムードを払拭す

るため、区の観光ウェブサイトや関係諸団体との協力

を通じて、国内外に対して積極的な情報発信を行い、

観光客の誘致を図る。  

(2)観光復興イ

ベントの検

討  

被災後１

ヶ月～ 

アカデミー推

進部アカデミ

ー推進課 

①市民生活が安定してくる時期を見計らって、区の観光

資源を生かした観光復興イベントの開催を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光関連産業の復旧を促進し、業界全体の復興機運を盛り上げるために、都市イメージを回復す

るための情報発信に積極的に取り組む。また、観光客を誘致するための観光イベント開催の企画を

行う。 

位置 

付け 

 

留意 

事項 

・情報発信、イベントの開催に際しては、経済課、文京区観光協会等観光関連団体との連

携を図る（アカデミー推進課）。 

 

事前 

準備 

 

 

 

■都市イメージの回復(B-4) 

 

○文化芸術・生涯学習・スポーツ施設

等の再開（B-1） 

B-4-1 

項目 都市イメージの回復 B-4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的行動名 実施時期 所管部課 行動の手順 

(1)町会・自治

会要望調査  

被災直後

～ 

区民部区民

課 

①町会・自治会の状況について、調査を行う。 

(2)コミュニテ

ィ活動支援

内容の検討 

被災後１

週間～ 

区民部区民

課 

①被害状況、要望内容を踏まえ、町会・自治会への支援

内容、相談体制等を検討する。 

(3)支援の実施 被災後１

か月程度

～ 

区民部区民

課 

①決定した支援内容に基づき、町会・自治会への支援を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災により、弱体化したコミュニティ組織の活性化のため、その活動への支援を実施する。また、
被災により住民構成等に大幅な変化が生じた地域においては、町会・自治会の再編成等も含めた地
域コミュニティの再構築が必要になるものと考えられる。応急仮設住宅についても、有効なコミュ
ニティ活動が展開されるよう、自治会の組織化などへの支援を行う。 

留意 

事項 

 

 

事前 

準備 

 

 

 

C-1-1 

項目 町会・自治会のコミュニティ活動の支援 C-1 

位置 

付け 

 

○町会・自治会コミュニティ活

動の支援(C-1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的行動名 実施時期 所管部課 行動の手順 

(1)地域住民組

織活動状況

調査の実施 

被災後１

週間～ 

総務部防災

課 

都市計画部

都市計画課 

①被災後の地域住民組織の応急対応や復興への取組状況

についての調査を行う。 

(2)地域復興協

議会活動へ

の支援策の

検討 

被災後１

週間～ 

防災課 

都市計画課 

 

①地域復興協議会活動への支援策、相談体制等を検討す

る。 

(3)地域復興協

議会の周知 

被災後１

週間～ 

防災課 

都市計画課 

①地域復興協議会の考え方や制度、活動への支援策につ

いて区民に周知する。 

(4)地域復興協

議会の認証 

被災後１

週間～ 

防災課 

都市計画課 

①区長は、「地域協働復興推進条例」（仮称）に基づき、

必要な要件を満たす地域住民組織を地域復興協議会と

して認証する。 

(5)支援の実施 被災後１

か月～ 

防災課 

都市計画課 

①決定した支援内容に基づき、地域復興協議会への支援

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災地域の復興には、住民自身が主体的に参画し、地域力を活かして復興に取り組むことが重要
であり、区では、こうした地域組織を「地域復興協議会」と呼び、その立ち上げを促し、その活動
に対して様々な支援策を検討する。これによって、震災復興総合計画の策定等に対する住民意見の
反映が円滑になることが期待される。 

 

位置 

付け 

 

留意 

事項 

・「地域復興協議会」方式に基づく、行政と住民の協働のまちづくりを推進する（防災課、

都市計画課）。〈 C-2a〉 

 

 

事前 

準備 

□区内に現存する地域住民組織（町会、自治会、まちづくり協議会等）の概要を整理する

（防災課、都市計画課）。 

□地域住民組織の育成・活用を図るため、「地域協働復興推進条例」（仮称）の策定、「復

興模擬訓練」の実施、活動に対する支援策を検討する（防災課、都市計画課）。〈 C-2b〉

〈 C-2c〉 

 

 

 

◇地域復興協議会への支援(C-2) 

C-2-1 

項目 地域復興協議会への支援 C-2 



 

 

 

 

地域復興協議会に関する東京都の考え方は、以下のとおりである。 

 

（１）「地域復興協議会」 

「地域復興協議会」とは、被災地域の復興について住民自身が主体的に参画し、地域力を活

かして復興に取り組む母体となる組織のことをいう。 

具体的には、次のような活動が期待される。 

① 地域の課題の解決に向け、地域の実情に応じた復興計画づくりに取り組む。 

② 建物の建て方や地域環境保全に関するルールづくりや協定締結の活動に取り組む。 

③ 地域の課題にきめ細かく対応するための事業や施設の管理・運営に取り組む。 

④ 地域の課題に対し、コミュニティビジネス（＊）の手法で解決を図る。 
（＊）地域が抱える課題を住民が主体となってビジネスの手法を用いて解決し、その活動の利益をコミ

ュニティの再生を通じて地域に還元する事業のこと。 

区市町村は、被災地域の住民に

対して地域復興協議会の立ち上

げを促し、その活動に対して様々

な支援策を講じることにより、自

助・共助と公助のバランスのとれ

た地域復興を推進する（右図）。 

 

（２）「地域復興協議会」の活動を

支援する仕組みの整備 

地域復興協議会の活動が円滑に

行われるためには、できるだけ避

難生活期の段階から、専門家や行

政職員等の派遣、情報提供・相談

体制の充実など、きめの細かい対

応を地域レベルで行うことが重要

である。 

このため、区市町村は、下図の

とおり、都及び関連団体等との連 

携を図りながら地域復興協議会の活動支援の仕組みを検討することが期待される。 

・専門家派遣制度、情報提供・相談体制の充実 

・民間団体や専門職能団体等との支援協定の締結 

 

 

 

１．地域復興協議会への支援（例）〈 C-2a〉 

地域復興協議会への支援 (C-2) 

C-2-2 

図 「地域復興協議会」への支援イメージ 

図 地域復興協議会の活動支援の枠組み 

（出典）東京都「震災復興マニュアル 復興プロセス編」平成 15 年 3 月。 

地域復興協議会 

 
地域復興へ向けた

コミュニティ活動 

時限的市街地づく

り 等 



 

 

 

 

地域協働復興推進条例について、東京都が区市町村向けに設定した条例モデルの構成は以下の

とおりである。 

 

 

 

 

２．地域協働復興推進条例の構成〈 C-2b〉 

地域復興協議会への支援 (C-2) 

C-2-3 

地
域
復
興
協
議
会
の
活
動 

 

     区民等の行動              区の行動 

       

             平常時における支援 

（第28条、第29条）  

 復興区民組織                                       

 （第2条第2号、第9条）         

復興対象地区の指定と 

地域復興協議会設立の助言（第14条）                          

 

 

地域復興協議会の 

設立              地域復興協議会としての認証（第10条）  

            

            

 

地域課題等に関する調査の協働実施  （第11条第2項） 
○被害状況調査   ○居住に関する意向調査 など 

     

 

 

自主活動 （第11条第1項第1号）     計画等の協働立案 （第11条第2項） 

 

■コミュニティ・ ■計画への意見        震災復興総合計画の策定と 

       プランの作成   等（第15条）        意見等の反映 （第15条第2項） 

（第16条） 

                        

専門家派遣等 

     ■時限的市街地プランの作成           （第25条） 

          （第18条） 

                                             【配慮】     

届出・公表         事業計画  

      ■コミュニティ・ルールの制定        （第16条第3項、(16条第4項)                                          

             （第20条）                 第4項 (18条第3項)     

                            （第18条第2項） 

（第20条第5項、 

       ■その他自主的活動の実施           第6項）  

                     

     

                                              

 

復興事業の協働実施  （第11条第2項） 
                              震災復興対策の実施 

      ■事務事業の協働実施（第22～第24条）        (第16条第4項) 

                              ○都市、住宅復興事業 

 実施予定事業の実施及     予定事業     ○地域産業復興事業    

び事業追加の要請       の告示      ○暮らしに関する復興事業 

                                 など                                

 

       

 

（第22条～第24条） 



 

 

 

 

 

○○区(市町村)における地域協働復興推進条例(仮称) 
 

 
目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 基本理念（第３条～第５条） 

第３章 区（市町村）長等の責務（第６条～第９条） 

第４章 地域協働復興 

第１節 地域復興協議会（第 10 条～第 14 条） 

第２節 自主活動（第 15 条～第 21 条） 

第３節 区（市町村）長が実施する事務事業に関する活動（第 22 条～第 24 条） 

第４節 地域復興協議会への支援等（第 25 条～第 27 条） 

第５章 平常時における取組（第 28 条・第 29 条） 

第６章 ○○区（市町村）復興委員会（30 条） 

第７章 雑則（第 31 条） 

附則 

 

 

     第 1章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、地震による災害（以下「震災」という。）に備えて、震災後の地域社会の復興に関し、

基本理念並びに区（市町村）長、区（市町村）民、事業者及び復興区（市町村）民組織の責務を明らかにす

るとともに、地域協働復興に関する活動の促進その他の施策の基本的な事項を定めることにより、地域社会

の復興に関する対策を総合的かつ計画的に推進し、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会の復興を実現す

ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 一 地域協働復興 震災後において、区（市町村）民（区（市町村）内の土地又は建物に関し権利を有する

者を含む。以下同じ。）が相互に協力し、事業者、ボランティア及び区（市町村）長その他の行政機関と

の協働により、自主的に地域社会の復興を進めることをいう。 

 二 復興区（市町村）民組織 地域協働復興に関する活動を行う組織をいう。 

 

第２章 基本理念 

（地域社会の復興に関する役割分担） 

第３条 地域社会の復興は、震災により被害を受けた区（市町村）民及び事業者（以下「区（市町村）民等」

という。）の自助及び共助の精神に基づく活動及び速やかな地域社会の復興が可能となるための適切な公的

支援により実現されなければならない。 

 

（総合的課題への対応） 

第４条 地域社会の復興は、地域社会の復興に係る福祉、環境、産業、まちづくり等の課題が総合的かつ計画

的に解決されるよう実施されなければならない。 

 

（地域の自主的な復興活動） 

第５条 すべての区（市町村）民等は、地域社会の復興に当たっては、自主的な活動の下、地域の自然、歴史、

文化等を生かした、豊かで活力に満ちた地域社会を実現するよう努めなければならない。 

 

第３章 区（市町村）長等の責務 

（区（市町村）長の責務） 

第６条 区（市町村）長は、前章に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、地域社会の

復興を図るため、あらゆる施策を通じて最大の努力を払わなければならない。 

２ 前項の目的を達成するため、区（市町村）長は、地域社会の復興に当たっては、区（市町村）民等がその

活動に参加するための条件を整備するとともに、復興区（市町村）民組織が基本理念を踏まえて行う地域協

働復興に関する活動について必要な支援及び協力を行うよう努めるものとする。 

 

 

 

３．地域協働復興推進条例（都のモデル条例）〈 C-2c〉 

C-2-4 

地域復興協議会への支援 (C-2) 



 
 

（区（市町村）民の責務） 

第７条 区（市町村）民は、基本理念にのっとり、地域社会を支える一員としての責任を自覚し、地域協働復

興に対する理解を深めるとともに、震災後においては、相互に協力して自らの地域社会の復興に努めなけれ

ばならない。 

２ 区（市町村）民は、復興区（市町村）民組織が基本理念を踏まえて行う地域協働復興に関する活動に協力

するよう努めなければならない。 

 

（事業者の責務） 

第８条 事業者は、基本理念にのっとり、区（市町村）長が実施する地域協働復興に関する施策及び復興区（市

町村）民組織が基本理念を踏まえて行う地域協働復興に関する活動に協力するとともに、事業活動に当たっ

ては、その社会的責任を自覚し、震災後の地域社会の復興を図るため、最大の努力を払わなければならない。 

 

（復興区（市町村）民組織の責務） 

第９条 復興区（市町村）民組織は、基本理念にのっとり、地域協働復興に関する活動が、広く区（市町村）

民等の理解の下に実施されるよう努めるものとする。 

 

第４章 地域協働復興 

第１節 地域復興協議会 

（地域復興協議会の認証） 

第 10 条 区（市町村）長は、地域協働復興を促進することにより地域社会の復興を効果的に推進するため、

次に掲げる要件を満たす復興区（市町村）民組織を、地域復興協議会として認証することができる。 

一 その活動を行う区域（以下「協働復興区」という。）を明示していること。 

二 主たる構成員が協働復興区の区（市町村）民等であること。 

三 協働復興区の区（市町村）民等の自主的参加の機会が保障されていること。 

四 地域復興協議会の設立が協働復興区の区（市町村）民等の多数の支持を得ていると認められること。 

五 名称、目的、事務所の所在地その他の○○区（市町村）規則（以下「規則」という。）で定める事項を

記載した規約を定めていること。 

２ 復興区（市町村）民組織は、前項の規定による認証を受けようとするときは、規則で定めるところにより

区(市町村)長に申請しなければならない。 

３ 区（市町村）長は、第 1 項の規定による認証をしたときには、その旨を告示しなければならない。 

 

（地域復興協議会の活動） 

第 11 条 地域復興協議会は、次に掲げる活動を行う。 

一 協働復興区において実施する次に掲げる活動（以下「自主活動」という。） 

イ 第 16 条第 1 項に規定するコミュニティ･プランの作成等 

ロ 第 18 条第 1 項に規定する時限的市街地プランの作成等 

ハ 第 20 条第 1 項に規定するコミュニティ･ルールの制定等 

ニ その他震災に伴う自主的な活動（次号に掲げる活動を除く。） 

二 第 22 条第 1 項に規定する区長が実施する事務事業を協働により行う活動 

２ 区（市町村）長は、前項に規定する地域復興協議会の活動が円滑に行われるよう、協働復興区における事

業の計画、調査、実施、評価等に関し、地域復興協議会との協働により行うよう努めるものとする。 

 

（規約の変更） 

第 12 条 地域復興協議会は、第 10 条第 1 項第 5 号に規定する規約を変更しようとするときは、規則で定める

ところにより区（市町村）長の承認を受けなければならない。 

２ 第 10 条第 3 項の規定は、前項の規定による承認について準用する。 

 

（認証の取り消し） 

第 13 条 区（市町村）長は、地域復興協議会が、第 10 条第 1 項各号に掲げるいずれかの要件を欠いたときそ

の他規則で定める要件に該当するときは、同項の規定による認証を取り消すことができる。 

２ 第 10 条第 3 項の規定は、前項の規定による取り消しについて準用する。 

 

（復興対象地区における地域復興協議会設立に関する助言） 

第 14 条 区（市町村）長は、○○区（市町村）市街地復興整備条例（○年○○区（市町村）条例第○号）第 6

条に規定する復興対象地区の指定をしたときは、当該復興対象地区の区（市町村）民等又は復興区（市町村）

民組織に対し、地域復興協議会の設立、地域復興協議会への参加その他必要と認める事項について助言する

ことができる。 

 

 

 

 

C-2-5 

地域復興協議会への支援 (C-2) 



 
 

第２節 自主活動 

（震災復興総合計画の策定等に関する意見） 

第 15 条 地域復興協議会は、震災復興総合計画（○○区（市町村）震災対策条例（○年○○区（市町村）条

例第○号）第○条に規定する○○計画をいう。以下同じ。）の策定及び改定に関し意見を述べることができ

る。 

２ 区（市町村）長は、震災復興総合計画の策定及び改定に当たっては、地域復興協議会の意見を反映するこ

とができるよう必要な措置を講ずるものとする。 

 

（コミュニティ・プラン） 

第 16 条 地域復興協議会は、協働復興区内の復興を総合的かつ計画的に推進するため、法令又は条例に別の

定めがあるものを除くほか、当該協働復興区内の震災復興に関する総合的な計画（以下「コミュニティ・プ

ラン」という。）を作成するものとする。 

２ 地域復興協議会は、コミュニティ･プランを作成するに当たっては、震災復興総合計画の内容を尊重しな

ければならない。 

３ 地域復興協議会は、コミュニティ･プランを作成したときは、規則で定めるところにより区（市町村）長

に届け出ることができる。 

４ 区（市町村）長は、前項の規定による届出があった場合において、コミュニティ・プランが、協働復興区

において区（市町村）民等による自主的な地域社会の復興を推進するために必要な要件を備えていると認め

るときは、その旨を公表するとともに、当該コミュニティ･プランに配慮して、震災復興対策を推進するた

めの施策の策定及び実施に努めるものとする。 

 

（コミュニティ･プランの変更） 

第 17 条 前条の規定は、コミュニティ･プランの内容を変更する場合について準用する。 

 

（時限的市街地プラン） 

第 18 条 地域復興協議会は、協働復興区内において地域の共同体を維持し、形成するとともに、個性豊かで

活力に満ちた地域社会の復興を実現するため必要があると認めるときは、時限的市街地（協働復興区内のき

損建築物のうち利用可能な建築物、仮設建築物等により暫定的に形成される市街地をいう。以下同じ。）の

形成に関する計画（以下「時限的市街地プラン」という。以下同じ。）を作成することができる。 

２ 地域振興協議会は、時限的市街地プランを作成したときは、規則で定めるところにより区（市町村）長に

届け出なければならない。 

３ 区（市町村）長は、前項の規定による届出があった場合において、時限的市街地プランが、協働復興区に

おいて区（市町村）民等による自主的な地域社会の復興を推進するために必要な要件を備えていると認める

ときは、当該時限的市街地プランに配慮して、時限的市街地づくりに関する計画を策定するものとする。 

 

（時限的市街地プランの変更） 

第 19 条 前条の規定は、時限的市街地プランの内容を変更する場合について準用する。 

 

（コミュニティ・ルール） 

第 20 条 地域復興協議会は、協働復興区内において個性豊かで活力に満ちた地域社会の復興を実現するため

必要があると認めるときは、法令又は条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、地域協働復興により実

施する環境整備、生活改善、地域安全等の活動に関する当該地域復興協議会の構成員相互間の取決め（以下

「コミュニティ・ルール」という。）を定めることができる。 

２ 前項の規定によりコミュニティ･ルールを定めるときには、第 10 条第 1 項第 5 号に規定する規約で定める

ところにより地域復興協議会の構成員の○分の○以上の議決をもって決しなければならない。この場合にお

いて、地域復興協議会は、その内容に反対する者に対し、規則で定めるところにより意見を述べる機会を与

えなければならない。 

３ コミュニティ・ルールは、協働復興区の復興状況等を考慮して、地域復興協議会の構成員相互間の利害の

衡平が図られるように定められなければならない。 

４ コミュニティ・ルールは、地域復興協議会の構成員以外の者の権利を害しないように定められなければな

らない。 

５ 地域復興協議会は、第 1 項の規定によりコミュニティ・ルールを定めたときは、規則で定めるところによ

り区（市町村）長に届け出なければならない。 

６ 区（市町村）長は、前項の規定による届出があったときには、規則で定めるところにより公表しなければ

ならない。 

７ 区（市町村）長は、前項の規定による公表をしたときは、当該公表に係るコミュニティ・ルールの内容に

配慮して、協働復興区の区（市町村）民等に対し、地域復興協議会が実施する活動への協力を求めるものと

する。 
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（コミュニティ・ルールの変更又は廃止） 

第 21 条 前条の規定は、コミュニティ・ルールの変更又は廃止について準用する。 

 

第３節 区（市町村）長が実施する事務事業に関する活動 

（事務事業の協働による実施） 

第 22 条 区（市町村）長は、協働復興区における個性豊かで活力に満ちた地域社会の復興を促進するため必

要があると認めるときは、当該協働復興区において区（市町村）長が実施する地域社会の復興に関する事務

事業の一部を、地域復興協議会との協働により実施することができる。 

２ 前項の規定による実施は、区（市町村）長と地域復興協議会との間において、適切な役割分担の下に行わ

れなければならない。 

 

（実施予定事業） 

第 23 条 区（市町村）長は、前条 1 項の規定により地域復興協議会と協働して実施しようとする事務事業（以

下「実施予定事業」という。）を、あらかじめ定めておかなければならない。 

２ 区（市町村）長は、前項の規定により実施予定事業を定めたときは、その旨を告示しなければならない。 

 

（地域復興協議会による求め） 

第 24 条 地域復興協議会は、協働復興区における個性豊かで活力に満ちた地域社会の復興の促進のため必要

があると認めるときは、区（市町村）長に対し、実施予定事業について、第 22 条第 1 項の規定による実施

を求めることができる。 

２ 地域復興協議会は、実施予定事業以外の事務事業について、区（市町村）長との協働により実施すること

が協働復興区における個性豊かで活力に満ちた地域社会の復興の推進のため必要と認めるときは、区（市町

村）長に対し、当該事務事業を実施予定事業に追加するよう求めることができる。 

 

第４節 地域復興協議会への支援等 

（地縁による団体等の活動機会の拡充） 

第 25 条 区（市町村）長は、地域協働復興を促進するため、地域復興協議会に対し、情報の提供、専門家等

の派遣その他必要な支援を行うよう努めなければならない。 

２ 区（市役所）長は、地域復興協議会に対し、地域協働復興に要する経費の一部を助成することができる。 

３ 区（市町村）長は、地域復興協議会への支援に関する基準、内容、手続等については、第 30 条第 1 項の

○○区（市町村）復興委員会の意見を聴くものとする。 

 

（地縁による団体等の活動機会の拡充） 

第 26 条 区（市町村）長は、地域復興協議会の円滑な活動を促進するため、震災後において地縁による団体、

ボランティア及び事業者の地域社会の復興に関する活動の機会の拡充に努めるものとする。 

 

（評価） 

第 27 条 区（市町村）長は、地域社会の復興に関する活動の評価及びその効果の検証を行い、その成果を生

かして適切な区（市町村）政運営が確保されるように努めなければならない。 

 

第５章 平常時における取組 

（地域づくり活動の推進等） 

第 28 条 区（市町村）長は、地域協働復興が円滑に行われるよう、平常時から区（市町村）民等と協働して、

防災まちづくり活動その他の地域づくり活動を推進するとともに、復興区（市町村）民組織の育成に努めな

ければならない。 

 

（平常時の支援） 

第 29 条 区（市町村）長は、平常時における復興区（市町村）民組織の活動を促進するため、復興区（市町

村）民組織に対し、情報の提供、相談体制の充実、資器材の提供その他必要な支援を行うよう努めなければ

ならない。 

２ 区（市町村）長は、平常時における復興区（市町村）民組織の活動を促進するため、ボランティア及び事

業者の活動機会の拡充、中間支援組織（復興区（市町村）民組織その他の地域社会の復興に関する活動を行

う団体等の運営又は活動に関し、連絡、助言又は援助を行う組織をいう。）の育成等復興区（市町村）民組

織の活動を支援する者に対し、必要な支援を行うよう努めなければならない。 
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第６章 ○○区（市町村）復興委員会 

（○○区（市町村）復興委員会） 

第 30 条 この条例の規定により定められた事項及び区（市町村）長の諮問する復興に関する重要事項を調査

審議させるため、区（市町村）長の附属機関として○○区（市町村）復興委員会（以下「委員会」という。）

を置く。 

２ 委員会は、前項に規定する事項に関し、区（市町村）長に意見を述べることができる。 

３ 委員会は、委員○○人以内をもって組織する。 

４ 委員は、学識経験者、区（市町村）民等その他区（市町村）長が適当と認める者のうちから、区（市町村）

長が任命する。 

５ 委員の任期は○年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。 

６ 委員は非常勤とする。 

７ 前各号に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

第７章 雑則 

（委任） 

第 31 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附則 

 この条例は、○年○月○日から施行する。 
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